
　誰もが安心していきいきと暮らし続けられる地域づくり推進の一環として、「いきいきサポーター養成講座」を
開催します。いきいきサポーターとは、自分にできる範囲で地域や近所の手助けを行う人のことです。“地域の活
動を手助けしたい”、“近所の気掛かりな人への接し方を学びたい”など地域活動に興味がある方、自分たちにで
きることの可能性を広げてみませんか？皆さまのご参加をお待ちしています。

場所　能美市民センター（能美町中町）
講師　NPO法人 介護予防で日本を元気にする会
定員　30人
申込方法　地域包括支援センターへ電話で申し込み
　　　　　☎（４３）１６４０
申込期限　7月20日㈬

開催日・講座内容

問�地域包括支援センター☎（４３）１６４０
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心の健康相談（前日までに要予約）

問�広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００

日時　7月8日㈮午後１時30分～３時
場所　市役所本庁４階401会議室

アルコール健康相談会（申し込み不要）
問�保健医療課☎（４３）１６３９

　体験を語り合い、断酒を支援する場です。
日時　7月11日㈪午後１時30分～３時
場所　江田島保健センター

エイズ・梅毒検査（要予約）
問�広島県西部保健所呉支所厚生保健課

☎（２２）５４００
日時　7月11日㈪午前９時～正午
場所　広島県西部保健所呉支所（呉市西中央1-3-25）
申込期限　7月8日㈮

体力測定会（要予約）
問�保健医療課☎（４３）１６３９

　握力測定や閉眼片足立ちなど、5種類の測定で体力
年齢が分かります。あなたの体力年齢が何歳か測定し
てみましょう！
日時　7月26日㈫午前９時30分～正午
場所　わくわくセンター

準 備物　室内靴、タオル
申込期限　7月15日㈮

地域のカフェ（認知症カフェ）
問�地域包括支援センター☎（４３）１６４０

　認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住
民、介護や福祉の専門家など誰でも、気軽に集える場
所です。
参加費　100円（お茶菓子代）

区分 いやしカフェ よりみちカフェ

日程 7月６日㈬、8月3日㈬ 7月26日㈫

時間 10:00 ～ 11:30 10:00 ～ 11:30

場所 江南ふれあいセンター 江田島市民センター別館

問合せ 在宅介護支援センター江能
☎（５７）７１００

誠心園ブランチ
☎（４２）５２５２

問 保健医療課☎（４３）１６３９
日時　7月10日㈰午前10時～正午
　　　　　　　　午後1時15分～４時
場所　ゆめタウン江田島（駐車場）

君の勇気がいのちを救う！

献血にご協力ください

講座回 開催日 講座内容
１回 7月27日㈬ 介護予防について学ぼう！
２回 8月3日㈬ 認知症について理解を深めよう！
３回 8月17日㈬ コミュニケーションとは

４回 8月31日㈬ 受講者の目的別にグループ分けし、
目的達成のためのノウハウを学び
ます。５回 9月13日㈫

※全日程午後2時～4時

いきいきサポーター養成講座

自分のために、地域のために、
何ができるか、一緒に考えま
しょう！

▶減額の対象となる方
全額免除 新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

一部を免除

新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者の収入減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
① 主な生計維持者の事業収入などのいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少が見込まれる
②主な生計維持者の前年所得の合計額が1,000万円以下
③ 主な生計維持者の減少が見込まれる所得以外の、前年所得の合計額が400万円以下

■国民健康保険税の減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　問 税務課☎（４３）１６３６

■申請の時期（共通）
　申請ができるのは、７月中旬に納税（入）通知書が届いてからとなります。

▶減額の対象となる方
全額免除 新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

一部を免除

新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者の収入減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
①主な生計維持者の事業収入などのいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少が見込まれる
②主な生計維持者の前年所得の合計額が1,000万円以下
③主な生計維持者の減少が見込まれる所得以外の、前年所得の合計額が400万円以下

■後期高齢者医療保険料の減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　問 保健医療課☎（４３）１６３９

▶減額の対象となる方
全額免除 新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

一部を免除
新型コロナウイルス感染症により、主な生計維持者の収入減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
①主な生計維持者の事業収入などのいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少が見込まれる
②主な生計維持者の減少が見込まれる所得以外の、前年所得の合計額が400万円以下

■介護保険料の減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　問 高齢介護課☎（４３）１６５１

　新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、申請により、令和４年度分の保険税・保険料が
減免となります。申請に必要な書類など、詳しくは各課へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に伴う保険税・保険料の減免
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令和３年12月診療分の国保１人当たりの医療費

　問�保健医療課☎（４３）１６３９
　本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総額÷被
保険者数）は、全国平均・県平均を上回っています。
※ 生活習慣病を予防するため、40歳から特定健診を受

けましょう！

国保１人当たりの医療費の状況国保１人当たりの医療費の状況
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